
ＩＰＭ（総合的有害生物管理） 
をご存知ですか？ 

（平成25年度実施アンケート調査結果より） 

裏面に具体的な実施手順を掲載しています。 

[ＩＰＭ] 

 特定建築物におけるねずみ等の対策のためのＩＰＭとは、建築物において考え
られる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、人の健康に対するリスク
と環境への負荷を最小限にとどめるような方法で、環境基準を目標に有害生物を
制御し、そのレベルを維持する有害生物の管理対策のこと 

 

 グラフは建築物環境衛生管理技術者及び建築物ねずみ昆虫等防除業登録営業所
を対象にＩＰＭについて聞いた結果です。「全く知らない」又は「詳しくは知ら
ない」との回答は、建築物環境衛生管理技術者では合計５２％、建築物ねずみ昆
虫等防除業登録営業所でも１０％ありました。 

厚生労働省「建築物における維持管理マニュアル」より 
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（登録業者向け） 



効 果 判 定 措 置 水 準 警 戒 水 準 許 容 水 準 

調査結果の判定 措 置 水 準 警 戒 水 準 許 容 水 準 

環境的防除、物理的防除、化学的防除 防 除 作 業 

ＩＰＭの実施手順 

なお、詳細については「建築物維持管理マニュアル（下記ＵＲＬ）」をご覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/03.html 
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名 称 許 容 水 準 警 戒 水 準 措 置 水 準 

定義 
環境衛生上、良好な状態 放置すると今後、問題にな

る可能性がある状況 
ねずみや害虫の発生や目撃
をすることが多く、すぐに
防除作業が必要な状況 

例※１ 

ねずみ 

以下の全てに該当すること。 
①生きた個体が確認されな 
 いこと。 
②配置した無毒餌が喫食さ  
 れないこと。 
③天井の出入り口に配置し  
 た黒紙に足跡やかじり跡 
 が付かないこと。 

以下の全てに該当すること。 
①生きた個体が確認されな 
 いこと。 
②無毒餌の喫食、配置した 
 黒紙に足跡やかじり跡の 
 どちらか一方が確認され 
 る。 

以下のいずれか１つ以上に
該当すること。 
①生きた個体が確認される。 
②食品や家具・什器（じゅ 
 うき）等に咬害（こうが 
 い）が見られる。 
③無毒餌の喫食、配置した 
 黒紙に足跡やかじり跡の 
 両方が確認される。 

目標水準の設定 
 

調査（月１回以上※２） 
 

聞き取り調査、目視による調査、トラップ等による調
査、環境及び施設・設備の調査 

※１ 厚生労働省「建築物における維持管理マニュアル」より 

東京都健康安全研究センター広域監視部建築物監視指導課建築物衛生係 
東京都新宿区百人町三丁目２４番１号 電話：０３－５９３７－１０５8 

【問い合わせ先】 

※ 経過については全て記録を作成し、保存します。 

該当建築物または該当場所の標準的な目標水準の設定 

※２ 東京都指導 


